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――――――● 特別ではない特別支援教育の実現に向けて ●―――――― 

 

学校教育法等の一部改正が施行された平成 19 年は、「特別支援教育元年」と

呼ばれています。文部科学省は、この改正学校教育法の施行にあわせて、各学

校において行う特別支援教育について、基本的な考え方や留意事項等をまとめ、

「特別支援教育の推進について」として教育委員会等を通じて各学校に通知し

ました。以来、早いもので 10 年余が経過し、静岡県においても小学校・中学校･

高等学校の各学校における校内委員会の設置、実態把握、特別支援教育コーデ

ィネーターの指名はほぼ 100％となり、特別支援教育の理念は着実に根付いて

きたと考えられます。しかし、個別の指導計画の作成や関係機関との連携を図

った「個別の教育支援計画」の策定と活用については、校種によって大きな開

きがあり、特別支援教育の一層の推進に向けた取組が必要となっています。 

 

平成 24 年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性

のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」により、小学校・

中学校の通常学級には約 6.5％の割合で知的発達に遅れはないものの学習面ま

たは行動面で著しい困難を示す児童生徒が在籍しているとの報告がありました。

そのほとんどが高等学校に進学しているものと推察されます。 

平成 29 年３月及び平成 30 年３月に告示された新学習指導要領では、「学習活

動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組

織的に行うこと」が求められ、解説各教科編においてもこれまでと異なり、「学

びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図及び手立て」が

例示されました。また、平成 30 年４月には、高等学校においても通級による指

導を可能とした、学校教育法施行規則の一部改正が施行されました。 

  

このように、特別支援教育は、特別支援学校や特別支援学級だけで行われる

ものではなく、インクルーシブ教育システムの構築・実現に向けて、全ての学

校の全ての学級において、日常的に行われる必要のある教育となっています。 

今回、総合教育センターでは、平成 29・30 年度の２か年にわたる研究の成果

として、本冊子「発達障害を対象とした通級指導教室のスタートブック」を作

成し、各学校に配布することとしました。通級による指導を受けている発達障

害のある児童生徒は増加の一途を辿っています。本冊子は、発達障害を対象と

した通級指導教室担当者の皆さんの専門性の確保や指導力の向上はもとより、

これから通級による指導の導入が進む高等学校においても役立つ内容となって

います。特別支援教育が、全ての学校において、特別ではない当たり前の教育

となっていく一助に、本冊子が少しでも役立つことを願っています。 
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【スタートブックの使い方】 

 

このスタートブックは、発達障害を対象とした通級指導担当に初めてなられ

た方に向けて作成したものです。発達障害通級指導教室運営に関して、特に重

要だと考えられる以下の五つの項目を選定しました。 

 

 

  

 

必要な時期に必要な部分から見ていただけるように、六つの章に分けて項立

てしました。自分がその時々に知りたいことから資料を見ていくとよいでしょ

う。 

第１章は「通級指導担当の主な業務」です。１年間の流れや教室環境、在籍

校との情報交換に関する内容など、年度始めの１～２週間の間に読んでほしい

内容です。 

  第２章は「通級による指導に当たって」です。的確な実態把握や個別の指導

計画の作成、在籍校や家庭との連携など、児童生徒と出会ってから、時間を掛

けて取り組む内容です。 

 第３章は「障害の状態に応じた指導」です。通級指導教室に通う児童生徒の

実態は様々です。実態ごとに目標、指導内容を具体的に示しています。 

 第４章は「自立活動」です。自立活動の内容や具体的な指導内容の設定の流

れを載せました。第３章と第４章は、時間があるときにじっくり読んでくださ

い。 

 その他、第５章 巻末資料、第６章 専門用語集も参考にしてください。 

本スタートブックは、通級指導担当だけでなく、発達障害を対象とした通級

指導教室に通う児童生徒の在籍学級担任にも、手にとってもらいたいと願って

います。特に、第２章「通級による指導に当たって」、第３章「障害の状態に応

じた指導の実際」は在籍学級での指導にも役立つものと考えています。 

 

① 通級による指導の理解と教育課程の編成 
② 実態把握 
③ 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成と活用 
④ 障害の状態に応じた指導 
⑤ 自立活動の内容と指導 
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初めて発達障害＊を対象とした通級指導教室の担当となった先生方の中には、「通

級指導教室では、どんな指導をするの？」、「何を準備すればいいの？」など、不安

を感じたり困ったりしている方がいるかもしれません。 

 

スタートブックは、そのような先生方の参考になるよう、作った冊子です。作成

に当たっては、「こんな内容が載っていたら、参考になる！」、「１年目は、こんな

ことに困っているのでは？」など、既に実践している県内の先生方から、たくさん

のヒントをいただきました。 

 

また内容と構成は、主に新任通級指導担当が年度当初、必要な情報から参考にし

やすいよう掲載してあります。そして、校種を越えた情報交換にも配慮し、小学校、

中学校、高等学校の取組についても紹介しています。 

 

  県内では、小学校の通級指導教室が増え続けています。今後、中学校や高等学校

においても小学校での指導を継続したり、二次的な課題が生じたりする生徒にどう

対応するかが求められるでしょう。 

 

新任通級指導担当の方々には、ぜひ、スタートブックを活用していただき、通級

による指導について理解し、見通しをもって児童生徒の指導や教室運営に当たって

ほしいと願っています。 

 

 

＊ 「発達障害」 

ここでは、発達障害を学習障害（ＬＤ）及び注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、

自閉症としています。 

 

 

 

通級指導担当へ 

 

スタートブックに寄せた願い 



 

 

 
 

 

 

 

児童生徒は、文字を書くことに時間が掛かる、集中することが難しい、友達とう

まくコミュニケーションが取れないなどの状況にあるとき、自分の努力不足が原因

だと思い込んでいる場合があります。このような児童生徒の困り感にいち早く気付

くことができるのが、在籍学級＊担任です。 

 

在籍学級での児童生徒の様子や先生が気付いたこと、学級内で行っている支援に

ついて、通級指導担当に伝えてください。どんなに小さなことでも構いません。在

籍学級担任からの情報は、通級指導担当が指導を考える上でとても役に立ちます。 

 

また、児童生徒が、通級指導教室で学んだことを生かそうとしても、自分一人の

力ではうまくできない場合があるかもしれません。そのようなとき、児童生徒がま

ず、そばで支えてほしいと思う存在が在籍学級担任です。 

 

ですから、通級指導教室で学んできた後は、児童生徒や通級指導担当、場合によ

っては保護者に、今回の指導で何を学んできたのか、どのような様子だったのかに

ついて尋ねてください。そして、児童生徒が学んだことを生かそうとしている姿を

見付け、支えてください。 

 

さらに、そのときの様子を、通級指導担当に伝えてください。通級指導担当が、

次の指導を考える手掛かりとなります。このように、通級による指導を充実させる

ためには、在籍学級担任の協力が大きな力となります。 

 

  児童生徒が自分らしく生活できるように、通級指導担当と連携し、指導に当たっ

てほしいと願っています。 

   

＊ 「在籍学級」 

ここでは、通級指導教室に通っている児童生徒が在籍している学級のことを言

います。 

 

在籍学級担任へ 


